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中央最低賃金審議会小委員会報告（抄） 

                   昭和 52 年 9 月 28 日 中央最低賃金審議会了承 

 

（了解事項） 

 前述の小委員会報告をまとめるにあたり、次の事項を了解した。 

 ① 目安は、都道府県内の地域格差、産業格差等を一切考慮しない各都道府県の低賃金層の

平均状態を前提とし、全国的な整合性を配慮して描かれた最低賃金の水準を念頭におき、

示されるものである。 

 ② 地方最低賃金審議会においては、従来同様各都道府県内の賃金状態に応じた独自の判断

を下すために、賃金実態調査、参考人の意見聴取、実地視察等を行い審議をすすめ、改定

についての結論を得るまでの過程において、全国的なバランスを配慮するという観点から、

中央最低賃金審議会が提示した目安を参考にするものであって、目安は地方最低賃金審議

会の審議決定を拘束するものではない。 
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中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会の 

検討状況の中間的な取りまとめについて（全員協議会報告）（抄） 

 

 

（平成 12 年３月 24 日中央最低賃金審議会了承） 

 

２ 経済情勢等を踏まえた目安の決定のあり方等について 

（略） 

 (4) 目安と地方最低賃金審議会における審議の関係 

 

   以上の考え方により、中央最低賃金審議会としては目安を決定し、地方最低賃金審

議会に示すものであるが、目安は、地方最低賃金審議会が審議を進めるに当たって、

全国的なバランスを配慮するという観点から参考にされるべきものであって、地方最

低賃金審議会の審議決定を拘束するものではないという従来からの取扱いを堅持すべ

きである。 

      したがって、地方最低賃金審議会での最低賃金の改定に当たっては、目安を参考と

しつつ、賃上げの実施状況等の地域の事情を踏まえ、実態に即した自主的な判断を下

し得るものであり、今後とも、地方最低賃金審議会での自主性の発揮を一層期待する

ものである。 
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目安のランク区分及び表示方法について 
（中央最低賃金審議会における検討経過） 

 
１ 発足の経緯 
(1)  昭和４７年以降各地方最低賃金審議会において各地域の実情に応じ地

域別最低賃金額が決定・改正されていたが、「全国的な整合性の確保に資す

る見地から」目安が昭和５３年度から提示されている。 

(2)  昭和５２年の各都道府県の地域別最低賃金額を基礎に４ランクに区分

し、また、ランク付けもこれに基づいてなされたものである。 

(3)  目安の表示は、各ランク毎の最低賃金額の中間値を基礎に引上げ額の絶

対値で示す形で開始された。 

(4)  これは、中央最低賃金審議会としては各都道府県の地域別最低賃金額の

水準については判断を加えず、その調整は各地方最低賃金審議会の自主的

な判断に委ねるとの考え方によるものである。 
 
２ 昭和５５年及び５６年の中央最低賃金審議会目安に関する小委員会におけ

る議論 
(1)  昭和５５年及び５６年の中央最低賃金審議会目安に関する小委員会に

おいて、目安の表示方法やランク区分について議論がなされた。 

(2)  労働者側は、目安を最低賃金額の絶対額で示すべきであり、それが受け

入れられないならば、各ランク同額の引上げ額にすべきであると主張し、

使用者側は、ランク区分を見直し５ランクに、具体的には現行のＤランク

に属する県では最低賃金額が当該県の賃金実勢より高すぎる実態があるの

でＤランクを２分するべきであり、また、下位ランクのアップ率を低くす

べきであることを主張した。 

(3)  昭和５５年、５６年とも目安の表示方法、ランク区分について労使の合

意は得られず、最終的に目安は従来と同様の形態で示されることとなった。 
 
３ 昭和５７年から５８年にかけての全員協議会における議論 
(1)  昭和５７年から５８年にかけての全員協議会において、目安のランク区

分、表示方法等について検討を行った。なお、検討の過程において、一部

の地方最低賃金審議会から各都道府県の地域別最低賃金の水準問題（各都

道府県ごとの低賃金労働者の賃金実態と地域別最低賃金額との整合性の確

保等）及び地方最低賃金審議会の改正審議の長期化防止の問題についても

検討する必要がある旨の意見が寄せられたことから、これについても検討

を行った。 

(2)  労使の主張 

① ランク数については、労働者側は当面は現行４ランクを維持しつつ将

平成 15 年 12 月 2 日 
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来的には減らしていくべきであると主張し、使用者側は少なくとも５ラ

ンク、できればそれ以上に増やすべきであると主張した。 
② 表示方法については、労働者側は、各ランクごとの標準値として絶対

額で表示すべきであると主張し、使用者側は、各ランクごとに引上げ額

で表示する現行方式を維持すべきであると主張した。 
③ 各都道府県の地域別最低賃金の水準については、公益案（賃金構造基

本統計調査等による各都道府県の低賃金労働者の賃金実態と地域別最低

賃金との相関関係は、全体としてそれ程大きな不整合はみられず、ある

程度は乖離していると認められるのは数県であり、当該地方最低賃金審

議会が乖離の程度を判断するための指針としての別表（ある程度の乖離

の認められる都道府県に○△の印を付したもの）を参考資料として添付

するもの）に対して、労働者側は、最終的に本文には賛成するが、別表

に○△の印を付することには反対であると主張し、使用者側は、別表は

削るとともに本文に三重県及び奈良県にある程度の乖離は認められるこ

とを記載することを主張した。 
(3)  対応策として考えられたものは次のとおり。 

① ランク数の増減 

② 絶対額による表示 

③ 引上げ率による表示 

④ 各都道府県の賃金実態に基づくランク区分 

(4)  いずれの案についても合意が得られず、引き続き検討することとなった。 
 
４ 平成元年全員協議会報告における議論 
(1)  平成元年２月に設置された全員協議会においても、目安のランク区分及

び表示方法について、引き続き検討された。 

(2)  労使の主張としては、目安の表示方法について、労働者側は、地方最低

賃金審議会の自主性を拡大し、地域別最低賃金の各県別順位を是正し、全

国的整合性を確保するためには、目安の形態にランク別の引上げ額からゾ

ーンの表示（ランク間オーバーラップ方式）に変えることを主張し、使用

者側は、各ランクごとの引上げ率による表示を行うことを主張した。 

   また、ランク区分については、労働者側は特段の主張がなく、使用者側

は、各県および各県内の地域格差の実態に即して合理的な設定をめざすべ

きであると主張した。 

(3)  目安の表示方法については合意をみるに至らず、全国的整合性及び地方

最低賃金審議会の自主性を確保する観点から、今後検討を行い、平成２年

度からその具体化が図れるように努めることとされた。 

また、ランク区分についても、合意をみるに至らず、今後協議すること

となった。 
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５ 平成２年全員協議会報告における議論 
(1)  平成元年より引き続き開催された全員協議会において、目安の表示方法

については、労働者側はゾーン方式を主張し、使用者側はゾーン方式は考

慮には値するが、地方最低賃金審議会における具体的な金額審議の際にそ

の適正な運営につき不安があると主張し、この点については、今後検討を

続けることとされた。 

(2)  なお、地域別最低賃金の順序については、平成２年全員協議会報告にお

いては、現時点では整合性（各都道府県の賃金の実態の順序と地域別最低

賃金の水準の順序）については幾つかの地域において問題があるものの、

多くの地域について問題がないとされた。 

 
６ 平成７年全員協議会における議論 
(1)  平成５年３月に設置された全員協議会において、目安のランク区分及び

表示方法について議論がなされた。 

(2)  ランク区分について、労働者側は、東京の最低賃金が賃金実態との関係

で低くなっていると問題にし、使用者側はランク数を含めて議論する必要

があるとしたが、６年中には合意をみるに至らず、継続して審議がなされ

た結果、各都道府県の経済実態に基づき各都道府県の各ランクへの振分け

を見直し、今後見直し後のランクで目安を示すことで合意された。このう

ち、各都道府県の経済実態をどのように把握するかという問題に関しては、

賃金動向を始めとする諸指標を総合化した指数を各都道府県の経済実態と

みなすこととし、諸指標としては、所得・消費に関する指標（５指標）、給

与に関する指標（１０指標）及び企業経営に関する指標（５指標）を用い

ることが、また、各指標については、原則として直近５年間の数値の平均

値に基づいて検討することが合意された。さらに、以上の２０の指標を総

合化した総合指数は、２０の指標についてそれぞれ東京を１００とした指

数を求め、そうやって出された指数を単純平均することによって算出する

ことで了承された。次に、ランク数については、従来と同様４つとするこ

とで合意された。さらに、各都道府県の各ランクへの振分けに当たっては、

各都道府県の経済実態を示す総合指数を基本に、原則として総合指数に比

較的大きな格差のある府県間に着目するとともに、各ランクにおける総合

指数の分散度合を全体的に小さくする方向でランクの境界を設定すること

で合意された。さらに、ランク区分については、今後５年ごとに、今回用

いた２０の指標を総合的に指数化した総合指数に基づいて見直しを行うこ

とが合意された。 

(3)  表示方法については、労働者側は現行の各ランクごとに単一の額で表示

する方式について、ランク間格差の拡大とランク内格差の縮小という現象

を生じさせ、各ランクの上位県の最低賃金額が低く抑えられていると主張
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し、使用者側は、今度とも額表示を行うこと、ゾーン方式には問題があり

反対であることを主張したが、６年中に合意をみるには至らず、継続して

審議がなされた結果、現行の各ランク区分ごとの引上げ額による表示を引

き続き用いることが、目安額の算定については「新たに各ランクに振り分

けられた都道府県の地域別最低賃金額の単純平均値方式」とすることが合

意された。 

 
７ 平成１２年全員協議会における議論 
(1) 平成１１年４月に設置された全員協議会でランク振分け等ランク区分の

見直しと表示方法について議論がなされた。 

(2)  ランク区分について、ランク数は従来どおり４ランクとすることが合意

された。ランク区分見直しの基礎とした２０の指標の取扱いについては検

討の余地のあるデータもあるが基本的に変更せず、各ランクへの振分けは

ランク間の移動・ランクごとの変動をおさえ、各ランクにおける総合指数

の分散度合いを小さくすることも考慮して決定することが合意された。 

(3)  表示方法について、労働者側は賃金や経済諸指標に対比した地域別最低

賃金の全国順位における整合性の確保という観点から、「ランク間オーバー

ラップゾーン方式」というようなことも含め、何らかの工夫、改善を加え

るべきであると主張した。一方、使用者側は制度としては現行制度の中で

地方最低賃金審議会の自主性を持たせるべきであるとし、「ランク間オーバ

ーラップゾーン方式」対しては慎重な態度を示した。さらに審議を重ねた

結果、ランク制度の意義を損なわないようにするため、当面は現行の各ラ

ンクごとの引上げ額による表示を引き続き用いることが合意された。 
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目安制度の在り方に関する検討の経緯（２）

年度 検討事項 労働者側の主張 使用者側の主張 結　　　論
昭６３ 全員協議会
～平２ （昭63設置） ＜平元年全員協議会報告＞

○表示方法 ○ゾーン方式の導入 ○各ランクごとの引上率 ○表示方法については、今後検討を行い平成２年か
ら具体化が図れるよう努める
＜平成２年全員協議会報告＞

○表示方法 ○ゾーン方式の導入 ○ゾーン方式は考慮に値するが地
賃での運用に不安

○引続き検討

目安制度の在り方に関する検討の経緯（３）

年度 検討事項 労働者側の主張 使用者側の主張 結　　　論
平３ 全員協議会
～７ （平５．３設置） ＜平成６年全員協議会報告（中間）＞

○表示方法 ○ゾーン方式とすべき ○ゾーン方式には反対 ○表示方法は現行どおり、各ランクごとの引上額表示
（新たなランクの単純平均方式）

○表示は今後とも率でなく額で表示
すべき

目安制度のあり方に関する検討の経緯（４）

年度 検討事項 労働者側の主張 使用者側の主張 結　　　論
平８ 全員協議会
～12 （平１１．４設置） ＜平成12年全員協議会報告（中間）＞

○表示方法 ○ゾーン方式とすべき ○ゾーン方式は慎重な検討が必要 ○表示方法は現行どおり、各ランクごとの引上額表示

令和４年３月22日第３回目安制度の在り方に関する全員協議会資料No.5（抜粋）
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（単位：円）

ランク 金額 ランク 都道府県 19年度決定金額
引上げ

額
東  京 739 20
神奈川 736 19
愛　知 714 20
大　阪 731 19
千　葉 706 19
滋　賀 677 15
兵　庫 697 14
静　岡 697 15
埼　玉 702 15
京　都 700 14
長  野 669 14
富　山 666 14
三　重 689 14
広　島 669 15
栃　木 671 14
茨　城 665 10
山　梨 665 10
群　馬 664 10
香　川 640 11
石　川 662 10
奈　良 667 11
山　口 657 11
岡　山 658 10
福　井 659 10
宮　城 639 11
福　岡 663 11
北海道 654 10

14 新　潟 657 9
岐　阜 685 10
福　島 629 11
和歌山 662 10
徳　島 625 8
大　分 620 7
島　根 621 7
山　形 620 7
愛　媛 623 7
鳥　取 621 7
岩　手 619 9
佐　賀 619 8
高　知 622 7
鹿児島 619 8
熊　本 620 8
秋　田 618 8
宮　崎 619 8
長　崎 619 8
青　森 619 9
沖　縄 618 8

加重平均 687 14

9～10

千葉、東京、神奈川、
愛知、大阪

栃木、埼玉、富山、長
野、静岡、三重、滋
賀、京都、兵庫、広島

北海道、宮城、福島、
茨城、群馬、新潟、石
川、福井、山梨、岐
阜、奈良、和歌山、岡
山、山口、香川、福岡

青森、岩手、秋田、山
形、鳥取、島根、徳
島、愛媛、高知、佐
賀、長崎、熊本、大
分、宮崎、鹿児島、沖
縄

6～7

Ａ

Ｂ

Ｃ

19

14

D

平成１９年度地域別最低賃金額改定について

D

都道府県

加重平均

２．各地域別最低賃金の改定状況１．地域別最低賃金額改定の目安

A

B

C
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